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新潟県立特別支援学校医療的ケア実施要項 

 

                                                         新潟県教育委員会 

 

 （目的） 

第１条 この事業は、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が通学する新潟県立特別 

支援学校に、看護師資格を有する会計年度任用職員（以下、「学校看護師」という。）

を配置し、医療的ケアを実施することにより、幼児児童生徒が安心して学校生活を

送ることができる環境を整備することを目的とする。 

 

  （学校における医療的ケアの定義） 

第２条 この要項において医療的ケアとは、学校においてこの要項の第３条に定める     

幼児児童生徒（以下、「当該幼児児童生徒」という。）に対し第４条から第１４条 

までの規定に基づいて行う日常的・応急的な手当をいう。 

 

  （医療的ケアの対象者） 

第３条 医療的ケアの対象者は、保護者から医療的ケア実施の申請があり、主治医の  

意見に基づき、医療的ケア検討委員会での検討を経て、校長が実施を認めた幼児児 

童生徒とする。  

 

  （医療的ケアの内容） 

第４条 対象とする医療的ケアは、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する 

法律第２条で定めている人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為

で、主治医が医療的ケアに関する診療情報提供書（別記様式３及び別紙）で認めて

いる範囲内で、校長が実施を認めたものとする。 

 

 （医療的ケアの実施者） 

第５条 医療的ケアの実施者は、県が配置する学校看護師又は県が認めた看護師等と  

する。また、特定行為については、一定の研修を修了し県知事が認めた教員（以下、 

「認定教員」という。）も実施できる。 

 

 （医療的ケア検討委員会） 

第６条  学校に、医療的ケア検討委員会（以下「検討委員会」という。）を置く。 

２  検討委員会は、原則として次の者をもって構成する。 

(1) 校長 

  (2) 教頭 

  (3) 養護教諭又は養護助教諭 

  (4) 教務主任 

  (5) 保健主事 

  (6) 各学部主事 

  (7) 当該幼児児童生徒の担任 

  (8) 学校看護師 
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  (9) その他必要な職員 

 

３  検討委員会の委員長は校長とし、委員長の指名により副委員長を置く。 

４  委員長は学校医又は医療的ケア指導医（以下、「学校医等」という。）に指導を 

求め、必要に応じて学校医等に検討委員会への出席を求めるものとする。 

５  検討委員会の検討事項は次のとおりとする。 

(1) 医療的ケア実施の適否 

(2) 医療的ケア実施経過の確認 

(3) ヒヤリ・ハット等の事例の蓄積と予防対策 

(4) その他、医療的ケアの実施に必要な事項 

 

  （学校看護師不在時における対応） 

第７条 学校看護師が休暇等で不在の場合の医療的ケアは、保護者と対応を協議する 

こととする。 

 

 （医療的ケアの実施） 

第８条  医療的ケアは、以下の手順で行うものとする。  

(1) 保護者は主治医の同意を得た上で別記様式１「実施申請書」を学校に提出する。   

(2）校長は、検討委員会の検討を経て、医療的ケアの実施について決定し、当該幼 

児児童生徒の医療的ケアについて主治医に別記様式２「医療的ケアに関する診療 

情報提供依頼書」を送付し、指示を仰ぐ。 

(3) 校長は、主治医からの別記様式３及び別紙により、当該幼児児童生徒の医療的

ケアの内容、留意事項、所見等の指示を受ける。 

(4) 学校看護師及び認定教員は、主治医や保護者から医療的ケアについて説明を受

けるとともに、別記様式３及び別紙に基づき、事前に主治医から実施上の留意点

について指導を受けなければならない。 

(5) 校長は、主治医から別記様式３及び別紙を受理後、別記様式６を合わせて学校

医に渡し、必要な指導・助言を受ける。 

(6) 校長は保護者に別記様式４「医療的ケア実施通知書」を渡し、決定について通   

知するとともに、保護者から別記様式５「実施承諾書」を得る。 

(7) 校長は、医療的ケアの実施及び内容等について別記様式６で学校医に連絡する   

とともに、別記様式７で県教育委員会に報告する。  

２  学校看護師は、安全に医療的ケアを実施するため、別記様式８「健康チェック  

カード」を作成し、幼児児童生徒の健康状態について、以下のように保護者と連 

絡を取り合うものとする。 

(1) 保護者は、当該幼児児童生徒が登校する日には、健康チェックカードにその日 

の健康状態を記入し学校に提出する。 

(2) 学校看護師は、健康チェックカードを点検し、当該幼児児童生徒の健康状態の 

有無を確認し、異常が認められる場合は、医療的ケアを実施する前に、主治医と  

連絡を取り必要な指示を受ける。  

(3) 学校看護師は、医療的ケア実施の際に気付いたことや実施後の状態等を健康チ  

ェックカードに記録し保管するとともに、その写しを保護者に渡す。 
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   （緊急体制） 

第９条  緊急時に対応するため、校長は校内における緊急時マニュアルを基に個別の 

緊急時対応マニュアルを作成し、主治医、学校医及び保護者との連絡を円滑に行う 

ことができる緊急体制を整備しその周知徹底を図る。 

２ 学校看護師は、医療的ケアの実施中に、万一異常な事態が発生した場合には、別 

記様式３及び別紙で指示されている必要な連絡及び応急処置をとる。 

 

 （学校看護師の勤務条件等） 

第 10 条  学校看護師の勤務条件等の取扱いについては、別に定める。 

 

  (研修） 

第 11 条  当該幼児児童生徒が健康で安心して学習できる環境を整えるために、県教 

 育委員会及び学校は、医療的ケアに関する研修を計画し実施する。 

２  校長は、学校看護師が定期的に主治医から連絡や指導・助言を受けることができ 

るようにする。 

３ 学校看護師が人工呼吸器を取り扱う場合は、県教育委員会及び学校が実施する人 

工呼吸器に関する研修を受講し、別記様式 10 の報告を作成して県教育委員会に提 

出する。 

 

（医療的ケア実施要領） 

第 12 条  この要項を基準として、各学校は医療的ケアの実施要領を定めなければな 

らない。 

 

 （報告等） 

第 13 条  医療的ケアに関する報告等は以下のとおり行うものとする。 

(1) 学校看護師は当該幼児児童生徒の健康状況や医療的ケアの内容及び実施状況

等を記載した別記様式９「医療的ケア実施記録」を作成し、校長及び主治医に報

告する。 

(2) 医療的ケア実施校は、１年の実践成果として「特別支援学校における医療的ケ 

アの実施概要」を作成し、２月末日までに県教育委員会に提出する。  

 

  （経費） 

第 14 条  県教育委員会は、この事業の対象経費として、学校看護師に係る人件費及

び研修時の講師等に対する報償費等を負担する。 

２  保護者は、医療機関に対する診療報酬・文書料及び医療的ケアに必要な器具、消 

耗品等を負担する。 

 

 （補則） 

第 15 条  この要項に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に 

定める。 

   附則 
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  この要項は、平成 16 年４月１日から実施する。 

  平成 18 年４月１日、呼称変更に伴い一部部改正 

 平成 22 年９月１日、呼称変更に伴い一部改正 

 平成 24 年１月 20 日、社会福祉士及び介護福祉士法改正に伴い一部改正 

 令和２年４月１日、地方公務員法及び地方自治法改正に伴い一部改正 

 令和５年４月１日、医療的ケア児及び家族に対する支援に関する法律の施行に伴い  

一部改正 

令和７年 11 月４日、別記様式の変更に伴い一部改正 


